
南相馬IC南相馬IC

南相馬鹿島SA・スマートIC南相馬鹿島SA・スマートIC

桃内駅桃内駅

小高駅小高駅

原ノ町駅原ノ町駅

鹿島駅鹿島駅

磐城太田駅磐城太田駅

土地改良事業
（Ａ-5原町東地区）

土地改良事業
（Ａ-4金沢・北泉地区）

土地改良事業
（Ａ-1八沢地区） 海岸災害復旧事業

（鹿島海岸）(M-6-1地区)

海岸災害復旧事業
（鹿島海岸）(M-6-1地区)

河川(交付(再生復興))事業
（真野川水系）(M-8地区)

河川災害復旧事業
（新田川水系）
（M-9-1地区)

河川災害復旧事業
（太田川水系）(M-9-2地区)

河川災害復旧事業
（小高川水系）
（M-9-3地区)

漁港災害復旧事業
（真野川漁港）
（M-7地区)

海岸災害復旧事業
（原町海岸）
（M-6-2地区)

北泉海浜総合公園
整備事業
（M-18 北泉地区）

海岸災害復旧事業
（小高海岸）
（M-6-3地区)

海岸災害復旧事業
（小高海岸）
（M-6-3地区)

海岸災害復旧事業
（原町海岸）
（M-6-2地区)

いわき相双圏域
総合流域防災事業（北原川）
（M-10地区）

土地改良事業
（Ａ-2右田・海老地区）

園芸施設整備事業
（M-5南海老地区）

土地改良事業（Ａ-3真野地区）

災害公営住宅整備事業
（M-1-①西川原第一地区）

災害公営住宅整備事業
（M-1-③西町地区）

災害公営住宅整備事業
（M-1-②西川原第二地区）

防災集団移転促進事業
（D-3南屋形地区）

防災集団移転促進事業
（D-1南海老地区）

防災集団移転促進事業
（D-2北海老地区）

防災集団移転促進事業
（D-4北右田地区）

防災集団移転促進事業
（D-5鹿島地区）

防災集団移転促進事業
（D-10大内地区）

防災集団移転促進事業
（D-6寺内地区）

防災集団移転促進事業
（D-7上寺内地区①）

防災集団移転促進事業
（D-9上寺内地区③）

防災集団移転促進事業
（D-8上寺内地区②）

防災集団移転促進事業
（D-18上渋佐地区）

防災集団移転促進事業
（D-16小川町地区)

防災集団移転促進事業
（D-14上高平地区①）

防災集団移転促進事業
（D-19萱浜地区①）

防災集団移転促進事業
（D-20萱浜地区②）

防災集団移転促進事業
（D-21雫地区）

防災集団移転促進事業
（D-11金沢地区①）

太陽光発電施設用地造成事業
（M-3-①右田・海老地区）

太陽光発電施設用地造成事業
（M-3-②真野地区）

太陽光発電施設整備事業
（M-21小木 地区）

太陽光発電施設用地整備事業
（M-22原町南部地区）

太陽光発電施設整備事業
（M-24村上福岡地区）

太陽光発電施設整備事業
（M-25井田川②地区）

太陽光発電
施設用地造成事業
（M-3-③原町東地区）

工業団地造成事業
（M-4原町東地区）

植物工場整備及び太陽光発電施設等
用地造成事業（M-2泉地区）

防災集団移転促進事業
（D-12金沢地区②）

防災集団移転促進事業
（D-15上高平地区②）

防災集団移転促進事業
（D-17北原地区)

防災集団移転促進事業
（D-22本陣前区）

技術研修用
太陽光発電所整備事業
（Ｍ-12泉地区）

藻類バイオマス
研究施設整備事業
（M-11泉地区)

直轄特定災害復旧事業
（谷地排水機場）
(Ａ-6地区)

有害鳥獣焼却施設整備事業
(M-23地区)

直轄特定災害復旧事業
（塚原第二排水機場）
（Ａ-7地区)

直轄特定災害復旧事業
（村上排水機場）
（Ａ-8地区)

直轄特定災害復旧事業
（村上第二排水機場）
（Ａ-9地区)

直轄特定災害復旧事業
（福浦南部排水機場）
（Ａ-10地区)

農業用施設災害復旧事業
（小高排水機場）
（A-11地区）太陽光発電施設整備事業

（M-13井田川①地区）

太陽光発電施設整備事業
（金谷①地区）（M-14-1地区）

太陽光発電施設整備事業
（金谷②地区）（M-14-2地区）

太陽光発電施設整備事業
（M-19 川房地区）

道路災害復旧事業
（県道広野小高線）（Ｍ－20地区）

太陽光発電施設整備事業
（大富地区）（M-15地区）

Ⅰ工区

Ⅰ工区

Ⅱ工区

Ⅰ工区
Ⅱ工区

Ⅱ工区

Ⅱ工区

Ⅰ工区

Ⅲ工区

万葉の里風力発電所整備事業
（M-17右田・海老地区）

復興戸建住宅団地造成事業
（M-16大木戸地区）

Ⅰ工区

Ⅱ工区
Ⅲ工区

Ⅲ工区
Ⅳ工区

Ⅰ工区

Ⅱ工区

3.北右田地区

1.港・北海老地区

2.南海老地区

4.南右田地区

11.下渋佐地区

12.北萱浜地区

13.萱浜地区

14.雫地区

15.小浜地区

17.小沢地区

18.塚原地区

19.村上地区

22.浦尻地区

23.下浦地区

20.角部内地区

21.井田川・下蛯沢地区

9.泉地区

7.金沢地区

8.北泉地区

5.大内地区

27.下耳谷・行津地区

24.大井地区

26.福岡・女場地区

復興整備事業総括図（南相馬市）

＜　凡例　＞

市域界

地域界

既存県道（主要地方道・一般県道）

既存その他道路

災害危険区域

既存国道

復興整備計画区域

□■復興整備事業の概ねの位置■□

防災集団移転事業

災害公営住宅整備事業

土地改良事業

工業団地用地造成事業

戸建住宅団地造成事業

移転促進区域

風力発電所整備事業

太陽光発電施設整備事業又は
太陽光発電施設用地造成事業

藻類バイオマス研究施設整備事業

技術研修用太陽光発電所整備事業

有害鳥獣焼却施設整備事業

海浜総合公園整備事業

直轄特定災害復旧事業及び
農業用施設災害復旧事業

植物工場整備及び
太陽光発電施設等用地造成事業

園芸施設整備事業

海岸災害復旧事業

漁港災害復旧事業

河川(交付(再生復興))事業

河川災害復旧事業

いわき相双圏域総合流域防災事業

事業区域

農地転用区域（M-14-1）

農地転用区域（M-14-2）

農地転用区域（M-15）

農業再生区域

道路災害復旧事業




